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フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事
業
は
、
お
子
さ
ん
の
預
か
り

や
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎
な
ど
、
地

域
で
助
け
合
う
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
す
。子
育
て
の
援
助
を
行

い
た
い「
提
供
会
員
」と
援
助
を
受
け

た
い「
利
用
会
員
」
の
相
互
援
助
を

行
い
ま
す
。
利
用
会
員
は
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
は
会
員

の
連
絡
調
整
や
研
修
会
等
を
行
っ
て

い
ま
す
。

〈
援
助
時
間
〉　

午
前
６
時
〜
午
後

１０
時

〈
費
用
〉　

１
時
間
当
た
り
７
０
０

円
〜
１
１
０
０
円
（
平
日
・
休
祝
日

や
時
間
帯
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

〈
対
象
〉　

小
学
校
修
了
ま
で
の
お

子
さ
ん

〈
手
続
き
〉　

事
前
に
登
録
・
予
約

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
下
記
へ

e
b
こ
し
が
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
☎
９
６
０
＝
２
３

１
１

a
１
月
３０
日
㈮
、
午
前
９
時
３０
分
〜

午
後
３
時
３０
分　

d
越
ヶ
谷
地
区
セ

ン
タ
ー　

f
市
内
在
住
の
７０
歳
未
満

で
育
児
の
手
助
け
が
必
要
な
人
に
対

し
、
保
育
や
保
育
施
設
送
迎
な
ど
の

援
助
を
し
て
い
た
だ
け
る
方　

e
b

こ
し
が
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
☎
９
６
０
＝
２
３
１

１a
１
月
２５
日
㈰
、
午
前
１０
時
３０
分
〜

午
後
３
時
３０
分　

d
イ
オ
ン
レ
イ
ク

タ
ウ
ン
ｋ
ａ
ｚ
ｅ
「
イ
オ
ン
ホ
ー

ル
」　

g
楽
し
み
な
が
ら
里
親
制
度

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
。
絵
本
ラ
イ
ブ
、
お
も
ち
ゃ
エ

コ
バ
ザ
ー
ル
、
里
親
制
度
の
お
知
ら

せ
・
相
談
コ
ー
ナ
ー
な
ど
。
埼
玉
県

主
催　

h
無
料　

e
当
日
会
場
へ　

b
（
公
社
）
埼
玉
県
社
会
福
祉
士
会

☎
０
４
８
＝
８
５
７
＝
１
７
１
７
、

埼
玉
県
こ
ど
も
安
全
課
☎
０
４
８
＝

８
３
０
＝
３
３
３
５

□
こ
し
が
や
市
民
法
律
教
室

a
１
月
１０
日
㈯
、
午
後
１
時
３０
分
か

ら　

d
中
央
市
民
会
館
５
階
第
４
〜

６
会
議
室　

g
《
個
人
の
秘
密
・
国

家
の
秘
密
》
知
ら
れ
た
く
な
い
私
の

秘
密
、
教
え
て
く
れ
な
い
国
家
の
秘

密
。
講
師
は
弁
護
士
の
篠
崎
淳
さ
ん

　

h
無
料　

e
電
話
で
左
記
へ　

b

く
ら
し
安
心
課
☎
９
６
３
＝
９
１
５

６＊
す
で
に
後
期
分
を
申
込
み
済
み
の

方
は
新
た
な
申
込
み
は
不
要

□
不
動
産
取
引
無
料
相
談
会

a
①
１
月
２０
日
㈫　

②
２
月
３
日

㈫
。
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
１０
時
〜

午
後
４
時　

d
市
役
所
本
庁
舎
１
階

ロ
ビ
ー　

g
こ
れ
か
ら
不
動
産
の
取

り
引
き
を
し
よ
う
と
す
る
方
や
現
在

進
め
て
い
る
方
に
対
し
て
、
取
り
引

き
上
の
注
意
事
項
、
疑
問
点
等
の
相

談
に
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、
不
動
産

に
関
す
る
法
律
・
税
金
等
の
相
談
に

広
く
応
じ
ま
す
。
相
談
員
は
弁
護

士
、
税
理
士
、
協
会
宅
建
取
引
主
任

者　

b
①
（
公
社
）
全
日
本
不
動
産

協
会
越
谷
支
部
☎
０
４
８
＝
７
３
６

＝
２
４
５
４　

②
（
公
社
）
全
日
本

不
動
産
協
会
埼
玉
県
本
部
☎
０
４
８

＝
８
６
６
＝
５
２
２
５

□
賃
貸
ト
ラ
ブ
ル
無
料
電
話
相
談

　

☎
０
４
８
＝
８
３
８
＝
１
８
８
９

a
毎
月
第
１
・
３
水
曜
日
、
午
後
６

時
〜
８
時　

g
敷
金
返
還
、
現
状
回

復
、
家
賃
の
滞
納
等
に
つ
い
て
。
埼

玉
司
法
書
士
会
主
催　

b
埼
玉
司
法

書
士
会
事
務
局
☎
０
４
８
＝
８
６
３

＝
７
８
６
１

□
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
の

　

契
約
ト
ラ
ブ
ル
に
ご
注
意
！

【
事
例
】

　

勧
誘
時
に
事
業
者
名
を
名
乗
ら
な

か
っ
た
り
、
大
手
電
話
会
社
ま
た
は

そ
の
関
連
会
社
だ
と
誤
解
さ
せ
た

り
、
電
話
で
不
意
に
勧
誘
さ
れ
内
容

を
十
分
理
解
せ
ず
に
契
約
し
て
し
ま

っ
た
な
ど
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関

連
し
た
契
約
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
電

話
勧
誘
の
後
、
遠
隔
操
作
で
設
定
変

更
を
行
う
勧
誘
業
者
に
関
す
る
相
談

も
増
加
し
て
い
ま
す
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

▽
「
今
よ
り
安
く
な
る
」
な
ど
と
勧

誘
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
了
承
せ
ず
、
契

約
内
容
や
利
用
料
金
な
ど
に
関
す
る

書
面
を
求
め
、
契
約
内
容
を
十
分
理

解
し
て
か
ら
契
約
し
ま
し
ょ
う　

▽

契
約
先
の
事
業
者
を
必
ず
確
認
し
ま

し
ょ
う　

▽
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
を
勧

誘
業
者
に
遠
隔
操
作
し
て
も
ら
う
場

合
は
、
具
体
的
に
そ
の
内
容
を
確
認

し
ま
し
ょ
う　

▽
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
等

の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契

約
は
、
法
律
上
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん

　

困
っ
た
こ
と
や
不
安
に
思
う
こ
と

が
あ
れ
ば
早
め
に
左
記
へ
。

b
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
９
６
５
＝

８
８
８
６

□
介
護
保
険
住
宅
改
修
講
演
会

　

お
よ
び
受
領
委
任
払
い
説
明
会

a
２
月
１７
日
㈫
、
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時
３０
分　

d
中
央
市
民
会
館
５
階

第
４
〜
６
会
議
室　

g
テ
ー
マ
は

「
住
宅
改
修
の
基
礎
知
識―

ト
イ
レ

の
改
修
を
中
心
に―

」
。
講
師
は
埼

玉
県
立
大
学
作
業
療
法
学
科
准
教
授

の
臼
倉
京
子
さ
ん
。
平
成
２７
年
介
護

保
険
制
度
改
正
に
伴
う
内
容
も
含
ま

れ
て
い
ま
す　

f
介
護
保
険
住
宅
改

修
受
領
委
任
払
い
登
録
を
希
望
す
る

住
宅
施
工
業
者
、
居
宅
介
護
支
援
事

業
者　

h
無
料　

e
１
月
３０
日
㈮
ま

で
に
左
記
へ　

b
高
齢
介
護
課
☎
９

６
３
＝
９
１
６
９

□
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
金
で
備
品
を

購
入
し
ま
し
た

　

大
沢
地
区
自
治
会
連
合
会
で
は
、

（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
平

成
２６
年
度
宝
く
じ
助
成
を
受
け
て
、

音
響
設
備
、
会
議
用
テ
ー
ブ
ル
、
テ

ン
ト
等
の
自
治
会
活
動
に
必
要
な
備

品
を
整
備
し
ま
し
た
。

b
市
民
活
動
支
援
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
３

□
競
艇
事
業
に
よ
る
収
益
が
私
た
ち

の
生
活
に
役
立
っ
て
い
ま
す

　

埼
玉
県
都
市
競
艇
組
合
は
越
谷
市

が
加
入
す
る
組
合
で
、
戸
田
競
艇
場

で
開
催
す
る
競
艇
事
業
の
収
益
金
を

市
で
活
用
し
て
い
ま
す
。

１
月
〜
３
月
の
開
催
日…

１
月
３
日

㈯
〜
８
日
㈭
、
y
１１
日
㈰
〜
１６
日

㈮
、
y
２４
日
㈯
〜
２７
日
㈫
、
３０
日
㈮

〜
２
月
２
日
㈪
、
６
日
㈮
〜
１１
日

㈷
、
１５
日
㈰
〜
１８
日
㈬
、
y
２１
日
㈯

〜
２５
日
㈬
、
y
２８
日
㈯
〜
３
月
３
日

㈫
、
６
日
㈮
〜
９
日
㈪
、
y
１２
日
㈭

〜
１６
日
㈪

＊
y
は
埼
玉
県
都
市
競
艇
組
合
主
催

b
財
政
課
☎
９
６
３
＝
９
１
１
５

◆
応
急
手
当
講
習
会

　

（
普
通
救
命
Ⅰ
）

a
１
月
２２
日
㈭
、
午
後
１
時
３０
分

〜
４
時
３０
分　

d
消
防
本
庁
舎　

g
主
に
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
含
む
）　

f
市
内

在
住
・
在
勤
の
中
学
生
以
上
の
方

３０
人　

h
無
料　

e
１
月
１４
日
㈬

ま
で
に
左
記
へ　

b
消
防
署
☎
９

７
４
＝
０
１
３
６

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
早
急
に

　

設
置
し
て
く
だ
さ
い

 

平
成
２０
年
１
月
１
日
か
ら
２６
年

１１
月
３０
日
ま
で
の
間
に
、
市
内
の

住
宅
火
災
に
よ
り
２１
人
の
尊
い
命

が
失
わ
れ
ま
し
た
。
逃
げ
遅
れ
等

で
亡
く
な
っ
た
方
は
１７
人
で
、
こ

の
う
ち
１３
人
の
住
宅
に
は
住
宅
用

火
災
警
報
器
が
設
置
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
住
宅
用
火
災
警
報

器
が
正
し
く
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば

１３
人
の
尊
い
命
は
助
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
平
成
２０
年
６
月
１
日
か

ら
す
べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
を
義
務
付
け
ま
し

た
。
ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
、
早
急
に
設
置
し
て
く
だ
さ

い
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
左
記
へ
。

b
消
防
本
部
予
防
課
☎
９
７
４
＝

０
１
０
３

◆
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
用

　

鼓
笛
隊
セ
ッ
ト
を
整
備

 

平
成
２６
年
度
宝
く
じ
の
社
会
貢

献
広
報
事
業
の
助
成
を
受
け
、
幼

児
期
に
お
け
る
防
火
の
し
つ
け
や

防
火
思
想
の
教
育
に
役
立
て
て
い

ま
す
。
今
年
度
は
越
谷
幼
稚
園
幼

年
消
防
ク
ラ
ブ
に
鼓
笛
隊
セ
ッ
ト

を
整
備
し
ま
し
た
。

b
消
防
本
部
予
防
課
☎
９
７
４
＝

０
１
０
３

　

越
谷
市
病
後
児
保
育
室
で
は
、

病
気
の
回
復
期
の
お
子
さ
ん
を
自

宅
で
保
育
で
き
な
い
場
合
、
一
時

的
に
お
預
か
り
し
ま
す
。

a
月
曜
〜
金
曜
日
（
祝
日
、
１２
月

２９
日
〜
１
月
３
日
は
除
く
）
、
午

前
８
時
〜
午
後
６
時　

f
次
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
お
子
さ
ん
。
定

員
は
１
日
４
人
。
①
市
内
在
住
の

生
後
３
カ
月
〜
小
学
３
年
生　

②

病
気
の
回
復
期
で
か
か
り
つ
け
医

が
病
後
児
保
育
室
の
利
用
を
認
め

て
い
る
こ
と　

h
１
日
２
０
０
０

円（
生
活
保
護
世
帯
等
は
無
料
）。

昼
食
費
等
別
途　

e
次
の
①
〜
③

の
手
順
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
①
病
後
児
保
育
室
ま
た
は
保

育
課
で
事
前
登
録　

②
利
用
希
望

日
を
電
話
で
直
接
施
設
に
確
認

し
、
予
約
（
利
用
日
の
前
日
ま

で
）　

③
利
用
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
医
療
機
関
の
診
療

情
報
提
供
書
お
よ
び
保
険
証
の
写

し
を
添
え
て
申
込
み　

b
病
後
児

保
育
室
（
赤
山
本
町
３
の
２１
皐
月

ビ
ル
２
階
）
☎
９
６
９
＝
５
６
８

６
（
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）
、

保
育
課
（
第
二
庁
舎
２
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
６
７

　

市
で
は
、
保
育
所
保
育
料
の
滞

納
者
に
対
し
、
督
促
状
や
催
告
書

の
送
付
、
電
話
催
告
や
臨
宅
徴
収

等
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
自
主
納

付
を
促
し
て
い
ま
す
。

　

保
育
所
保
育
料
は
、
前
年
の
世

帯
の
所
得
税
等
に
よ
り
決
定
さ
れ

ま
す
。
自
主
財
源
な
ら
び
に
負
担

の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
自

主
納
付
に
応
じ
て
い
た
だ
け
な
い

場
合
に
は
、
市
税
や
国
民
健
康
保

険
税
と
同
様
に
、
財
産
（
預
貯

金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
不
動
産

等
）
の
差
し
押
さ
え
等
の
滞
納
処

分
を
執
行
し
ま
す
。

b
保
育
課
☎
９
６
３
＝
９
１
５
７

消
防
署
か
ら
の

　
　
お
知
ら
せ

暮
ら
し

暮
ら
し

子
育
て

子
育
て

皐月ビル

越谷市病後児
保育室

さつき

病
気
の
回
復
期
の
お
子
さ
ん
を

一
時
的
に
お
預
か
り
し
ま
す

保
育
所
保
育
料
の
滞
納
者
へ
の

　
　
　
　
滞
納
処
分
を
執
行
し
ま
す

東
口

越
谷
駅

西
口

里
親
制
度
を
知
る

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
フ
ェ
ス
タ

「
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・

セ
ン
タ
ー
提
供
会
員
」に

な
る
た
め
の
初
期
研
修
会

フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を

ご
存
知
で
す
か
？

か
　
　
　 

ぜ


